
緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付要綱 

 
制 定 令和８年４月１日 緑地振第 1525 号（区長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、緑区内の地区連合自治会または単位自治会（以下、「自治会等」とい

う）の運営における事務処理の効率化や情報伝達の円滑化を図ることを目的とし、自治

会等に対し、ＩＣＴ化にかかる費用を補助することについて、必要な事項を定める。 

２ 緑区自治会ＩＣＴ支援補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則

（平成 17 年 11 月横浜市規則第 139 号。以下「補助金規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、補助金規則の定めるところによる。 

 

（補助対象団体） 

第３条 この要綱における補助対象団体は、緑区内の地区連合自治会または単位自治会とす

る。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、横浜市が「デジタルツール等を活用した自治会町内会

活性化に関する連携協定」を締結している事業者が行う事業のうち、自治会等が会員

に対し行う情報伝達をデジタル化する機能を備えたアプリやキャッシュレス決済シス

テムの導入等に係る以下の経費とする。 

(1) 導入に係る初期費用 

(2) 利用に係る基本料金 

(3) システム利用料 

(4) 自治会の運営の効率化に資する機能導入に係るオプション費用 

(5) 振込手数料 

(6) 第１号から第５号までの費用に係る消費税 

(7) その他区長が認める経費 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは対象外とする。 

(1) パソコンやモニター等、機器の購入費用 

(2) 経費の内訳や支出の事実等が確認できないもの 

(3) 国、他自治体、本市の他の補助金等を充当している経費 

 

 

３ 補助の対象となる期間は、４月１日から翌年３月末日までとする。 

 

（補助金交付方法） 

第５条 補助金は、区から自治会等へ交付するものとする。 

 

 

 



（補助率及び補助限度額等） 

第６条 補助率及び補助限度額は、補助対象経費の 10 分の９の範囲内で、かつ10万円を限度

とする。当該年度の予算の範囲内において区長が決定するものとする。 

 

（補助金交付申請） 

第７条 緑区自治会ＩＣＴ支援補助金の交付を受けようとする自治会等は、次の各号に掲げ

る書類をそれぞれ区長が定める日までに区長に提出しなければならない。 

(1) 緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 収支予算書（第３号様式） 

(4) その他区長が必要と認める書類 

２ 本要綱における申請は、１団体１申請とする。 

３ 補助金規則第５条第３項の規定により、補助金規則第５条第２項第２号及び第４号に定

める添付書類を省略する。 

 

（補助金交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について審査を行い、緑区

自治会ＩＣＴ支援補助金交付決定通知書（第４号様式）又は緑区自治会ＩＣＴ支援補助金不

交付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知する。 

２ 区長は、必要があると認めたときは、交付決定にあたり条件を付すことができる 

 

（補助金交付の請求） 

第９条 申請者は、第８条により交付の決定を受けた場合は、速やかに緑区自治会ＩＣＴ支援

補助金請求書（第６号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、適正な請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。なお、地方自治法

施行令第162条第１項第３号の規定に基づき、概算払とすることができる。 

３ 前項の規定により交付を受けた者が、事業終了後に残金が生じた場合、第12条に規定す

る実績報告により事業終了後 30 日以内に精算残額を報告し、当該額を返還しなければな

らない。 

 

（申請の取下げ） 

第 10 条 補助金規則第９条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請の取下げの期

日は、申請者が決定通知書の交付を受けてから 10 日以後の日とする。 

 

（事業計画の変更） 

第 11 条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定通知を受けた後に、事業計画

の申請事項を変更しようとする場合は、速やかに、緑区自治会ＩＣＴ支援補助金事業計画

変更等申請書（第７号様式）を区長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 区長は前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、緑区自治会ＩＣＴ支援補助

金事業計画変更等承認通知書（第８号様式）、又は緑区自治会ＩＣＴ支援補助金事業計画

変更等不承認通知書（第９号様式）にて通知する。 

 



（実績報告） 

第 12 条 補助金規則第 14 条第１項の規定により申請者が区長への報告に用いる書類は、緑区自 

治会ＩＣＴ支援補助金実績報告書兼精算書（第 10 号様式）を用いなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

(1) 活動報告書（第 11 号様式） 

(2) 収支決算書（第 12 号様式） 

(3) 領収書等経費の支出を証する書類の写し 

３ 補助金規則第 14 条第４項の規定により補助金規則第 14 条第１項第３号に定める事項を

省略する。 

 

（補助金額の確定通知） 

第 13 条 補助金規則第 15 条の規定による補助金額確定の通知は、緑区自治会ＩＣＴ支援補助金 

額確定通知書（第 13 号様式）により行うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 14 条 区長は、自治会等が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができるものとし、緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付決定取消

通知書（第 14 号様式）により、通知するものとする。 

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(2) 補助金等の他の用途への使用をしたとき。 

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(4) その他法令、条例、補助金規則、この要綱又はこれらに基づき区長が行った指示に

違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 区長は、第12条に定める実績報告において余剰金が生じた場合、または前条に基

づき補助金の交付の決定を取り消した場合は、緑区自治会ＩＣＴ支援補助金返還請求書

（第 15 号様式）により補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 16 条 補助金規則第 26 条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、５年とす

る。 

 
（書類の閲覧）  

第 17 条  区長及び補助金の交付を受けた団体は、横浜市市民協働条例（平成24年6月条例第34

号）第７条第４項に基づき、第１０号様式を除く各様式及びその他の添付書類又はその写し

（役員名簿、会員名簿、領収書等経費の支出を証する書類を除く。）を一般の閲覧に供しなけ

ればならない。  

２ 前項の閲覧を行う期間は、補助金を交付した日から２年間とする。ただし、第６号様式及び

その添付書類又はその写しについては、当該書類を区長に提出した日から２年間とする。  

３ 第１項の閲覧を行う場所及び時間は次の表のとおりとする。 

 

 区 長 補助金の交付を受けた団体 

閲覧場所  緑区総務部地域振興課  団体の事務所又は事務スペース  

閲覧時間  月曜日から金曜日までの午前８時45分から正

午まで及び午後１時から午後５時まで。休日

及び年末年始を除く。  

団体が指定する時間  



 

（事後協力等） 

第 18 条 区長は補助金の交付を受けた団体に対し、現地もしくは書面により事業効果の報

告や普及促進等について協力を求める事ができる。 

 

（委任） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は区長が定める。 

 

附則 

（施行期日等） 

この要綱は令和８年４月１日から施行する



第１号様式（第７条第１項） 

 

（申請先） 

横浜市緑区長 

 

令和 年 月 日 

 

申請者 団 体 名 

所 在 地

代表者名 

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付申請書 

 
緑区自治会ＩＣＴ支援補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請

します。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関

する規則（平成17年11月30日横浜市規則第139号）及び緑区自治会ＩＣＴ支援補

助金交付要綱を遵守します。 

 

１ 補助金交付申請額 

 円 

 

２ 補助事業に要する経費 

 円 

 

３ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 



第２号様式（第７条第１項） 

団体名：  

 

 

事業計画書 

 

    
 

事 業 者 所 在 地 
 

 

上記ツールを選定 

し た 理 由 

 

 

 

 

ツールが有する機能 

■ 情報配信（必須項目） 

□ 会議開催（議決権の行使） 

□ 災害時モード（安否確認機能） 

□ 会費徴収機能 

□ 出欠確認機能 

□ その他（ 

    

 

 

 

 

 

 

） 

 

事 

 

業 実 施 期 

 

間 
 

令和 年 月 日から令和 

 

年 

 

月 

 

日まで 

 

導入想定ユーザー数 
 

  ユーザー 

 

ツールを活用し行お

うとしている具体的

な活動内容 

 

導 入 す る  

ツ ー ル 



第３号様式（第７条第１項） 

団体名：  

 

 

 

収支予算書 

 

１ 収入額  円 

（単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

緑区自治会ＩＣＴ支

援補助金 

  

   

合 計   

 

２ 支出額  円 

（単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   

 

 

 

 

 

（注意） 

説明欄には積算、内訳や具体的な内容等を記入してください。 



第４号様式（第８条第１項） 
 

 

 

団 体 名 

代表者名 様 

第 号 

令和 年 月 日 

 

 

横浜市緑区長  

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付決定通知書 

 
令和  年  月  日に申請のありました緑区自治会ＩＣＴ支援補助金に

ついて、次の条件を付して交付することと決定したので通知します。 

 

１ 交付決定金額 

￥ ．－ 

 

２ 支払時期 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付請求書（第６号様式）により、適正な請求

を受けた日から30日以内に交付します。 

 

３ 交付条件 

(1) この補助金は、申請されたツールの導入のために使用し、他の事業には流用しないでく

ださい。 

(2) 事業終了後30日以内に第12条に規定する実績報告をしてください。 

(3) 剰余金が生じたときは、速やかに報告、返還してください。 

(4) 虚偽その他不正な手続で補助金の交付を受けたときには、全額又は一部の返還を求

めることがあります。 

(5) この補助金の使途について、必要があると認められるときは、調査を行うことがありま

す。 

(6) 申請した内容を変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けてください。 

(7) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった

場合においては、速やかに、区長に報告し、その指示を受けてください。 

(8) その他、補助金規則及び緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付要綱の定めに従ってくだ

さい。 

 

４ 支払方法 

    払とします。 

 

担当

電話 



第５号様式（第８条第１項） 
 

第 号 

令和 年 月 日 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長  

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金不交付決定通知書 

 

 
令和 年 月 日に申請のありました緑区自治会ＩＣＴ支援補助金につい

ては、交付しないことと決定したので通知します。 

 

不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当

電話 



 

第６号様式（第９条第１項） 

 

 

横浜市緑区長 

 

令和 年 月 日 

 

請求者 団 体 名 

所 在 地 

代表者名 ㊞ 

 
※受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略できます。 

 
緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付請求書 

 
令和 年 月 日 第 号により交付決定通知のありました緑区自

治会ＩＣＴ支援補助金について、次のとおり請求します。 

 

請求金額 

 円 

 

（振込先） 

(フリガナ)  

口座名義 
 

 

金融機関 

銀行 

信用金庫

信用組合 

農協 

 

支店 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号 
 

 

（代表者名と口座名義が異なる場合は、記名・押印してください。） 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金を上記口座にお振り込みください。 

 

代表者氏名 ㊞ 



 

第７号様式（第11条第１項） 

 

令和 年 月 日 

（申請先） 

横浜市緑区長 

 

申請者 団 体 名 

所 在 地

代表者名 

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金事業計画変更等申請書 

 

 
令和  年  月  日   第   号をもって交付決定通知のありました緑区

自治会ＩＣＴ支援補助金に係る事業計画について、次のとおり変更したいので申請しま

す。 

 

１ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

２ 変更時期 

３ 変更の理由 



第８号様式（第 11 条第２項） 

第 号 

日 令和 年 月 

 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長  

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金事業変更等承認通知書 

 
令和  年  月  日に申請のありました緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付事業変

更等承認申請については、要綱第11条第２項の規定に基づき、承認したので通知します。 

 

 

１ 変更等の内容 

変 更 前 変 更 後 

  

 

２ 変更後の交付決定金額 

 

 円 

 

担当

電話 



第９号様式（第 11 条第２項） 

第 号 

日 令和 年 月 

 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長  

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金事業変更等不承認通知書 

 
令和  年  月  日に申請のありました緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付事業変

更等承認申請については、次の理由により不承認しましたので要綱第11条第２項の規定に

基づき通知します。 

 

 

１ 変更等の内容 

変 更 前 変 更 後 

  

 

２ 不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

担当

電話 



第10号様式（第12条第１項） 
 

 

令和 年 月 日 

（報告先） 

横浜市緑区長 

 

報告者 団 体 名 

所 在 地

代表者名 

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金実績報告書兼精算書 

 

 
令和 年 月 日 第 号をもって補助金の交付決定通知のありまし

た事業が終了したため次のとおり報告します。 

 

１ 補助金の執行実績 

(1) 補助金交付決定額  円 

(受領年月日： 令和 年 月 日) 

(2) 補 助 金 執 行 額  円 

(3) 差 額  円 

 

 

２ 添付書類 

(1) 活動報告書（第11号様式） 

(2) 収支決算書（第12号様式） 

(3) 領収書等経費の支出を証する書類の写し 

 

 

 

 

（注意） 

・１(2)補助金執行額は４月１日から翌年３月末日までの実施にかかる額を記入してくだ

さい。 

・１(3)の差額は(1)補助金交付決定額から(2)補助金執行額を減じた額を記入してくださ

い。 



第11号様式（第12条第２項） 
 

 

団体名：  

 
活動報告書 

 

 

①導入したツールの名称 

 

 

②活用したツールの機能 

 

 

③ 実 施 期 間 

 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

④ 導 入 ユ ー ザ ー 数 

 

 ユーザー 

 

⑤ 活  動  内  容 

（②で回答した機能別に得ら

れた効果、課題点等を具体的

に記載してください） 

 



第12号様式（第12条第２項） 
 

団体名  

 

収支決算書 

 

１ 収入額  円 

（単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

緑区自治会ＩＣＴ支

援補助金 

  

   

合 計   

 

２ 支出額  円 

（単位：円） 

項 目 金 額 説 明 

   

合 計   



第13号様式（第13条） 

第 号 

日 令和 年 月 

 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長  

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金額確定通知書 

 
令和 年 月 日に実績報告のありました緑区自治会ＩＣＴ支援補助金

については、次のとおり補助金額を確定したので通知します。 

 

補助金確定額 

 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当

電話 



第14号様式（第14条） 

第 号 

日 令和 年 月 

 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長     

 

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金交付決定取消通知書 

 
令和 年 月 日に 第 号により交付決定した緑区自治会ＩＣＴ支援補助

金については、次のとおり交付決定を取り消ししたので通知します。 

 

取消補助金確定額 

 円 

 

 

取消理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当

電話 



第15号様式（第15条） 
 

第 号 

令和 年 月 日 

 

団 体 名 

代表者名 様 

 

横浜市緑区長  

 

緑区自治会ＩＣＴ支援補助金返還請求書 

令和 年 月 日 第 号により交付しました緑区自治会ＩＣＴ支援補

助金について、要綱第15条の規定により返還を請求します。 

 

 

１ 補助金返還請求額 

 

 円 

 

＜算出根拠＞ 

（交付決定金額） （補助金確定金額） 

 円 ―  円 

 

２ 返還期限 

同封の納付書で、 年 月 日までに納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当

電話 


